
　消費者契約法は、事業者との契約において消費者の利益を守るため、不当な勧誘による契約の
取り消しと不当な契約条項の無効などを規定した法律です。今回、消費者契約に関する最近の被
害事例などを踏まえた改正が行われました。
　今回の改正で「契約を取り消しできる不当な勧誘（セールス）行為」に追加された内容を紹介
します。

契約上のトラブルに遭ったら あきらめずに消費生活センターに相談を !!

消費者契約法が改正されました

教えて
シリーズ消費生活

相談員さん
伊勢市消費生活センター
       （☎21–5717　 22–5014）
予算額 865 万 2 千円（うち県補助 10 万円）

①不安をあおるような
　ことを言う

④ 縁起や方角が悪いなど
と言って不安にさせ契
約させる（霊感商法）

② 断りづらい人間関係を
利用する

③ 重度の認知症などで判断力が
低下していることを知ってい
て契約

　させる⑤ 頼んでいないのに、
　先に仕事をしてし
　まう

　また、セールス時に重要な事項について消費者の得になる
ことだけを言って損になることを言わない「不利益事実の不
告知」の適用条件が、故意に告げなかった場合に加え、重大
な過失の場合も対象となり、契約の取り消しができるようになりました。
　さらに、契約書に書かれていても無効となる不当な契約条項に、
①消費者の後見などを理由とする解除条項

②事業者が自分の責任を自ら決める条項　　例）「当社が過失のあることを認めた場合に限り、損害賠償責任を負う」
などが追加になりました。
　改正法が適用されるのは、令和元年 6月 15日以降の契約からです。

例）「日当たり良好」と説明されマンションを
買ったが、契約直後に隣地に別のマン
ションが建設され日陰になった。

認知症に
効果があります！

このままでは
成功しませんよ

聞いただけ
!!

○○円です！
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例）「賃借人（消費者）が成年被後見人になった場合、賃貸人（事業者）
　��は直ちに賃貸契約を解除できる」
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